
丹波市消防計画を策定するにあたり、幅広く意見をいただくため、丹波市消防審議会の委員を募集します。

　１　募 集 名　　丹波市消防審議会委員
　２　募集人数 　 ２人
３　応募要件

次のすべての要件を満たす方 

(1) 市内に住所を有する方又は市内の事業所等に勤務する方で満18歳以上の方
（令和８年１月１日現在）

 (2) 平日の昼間の会議に出席できる方
（3）丹波市消防団員及び丹波市の職員でない方
４　任    期 

委嘱の日から審議会が市長へ答申を行うまで
会議は、令和８年６月から令和10年３月中旬頃までに、年５回程度の開催を
予定しています。
５　募集期間 
令和８年４月27日（月）から令和８年５月15日（金）
６　所掌事務

丹波市消防計画の策定に関する調査、審議を行うこと。
　＊丹波市消防本部の組織、体制、施設整備に関すること
　＊丹波市消防団の組織、体制、施設整備に関すること
７　応募書類及び方法 

　　　(1) 応募用紙
　　　(2) レポート用紙
　　　※消防本部、本庁舎、春日庁舎及び各支所等で応募用紙及びレポート用紙を配付し
ます。
また、市のホームページに応募用紙等を掲載しますのでダウンロードも可能です。
　　　※持参又は郵送、電子メールにより提出してください。
※郵送の場合は５月15日（金）必着。
※提出された書類の返却はいたしません。
８　選考方法 

(1) 応募用紙及びレポートをもとに総合的に審査、決定し、選考結果は応募者全員に文書にて通知します。
(2) 選考の結果、選考基準点を上回る応募者が２人を超える場合は、丹波市の他の附属機関等の公募委員に就任していない方を優先して選考します。

９　報酬等

規定に基づき、報酬として１回（半日）3,500円を、費用弁償として旅費相当額を、それぞれ支給します。
10　連絡先 


丹波市消防審議会委員　公募要領








～「消防計画とは」～


　消防組織法に基づき、市町村が火災や災害に対処するため、消防機関（消防本部・消防署・消防団）の組織や体制、施設整備、消防機関の活動などを定めた計画で、災害時の被害を最小限に抑え、組織的な防ぎよ・救援活動を行うための総合的な行動指針を示します。





提出先及び連絡先


丹波市消防本部　消防総務課


　　　　TEL：0795-72-2255（代表）（内線251、252、253）


FAX：0795-72-1155


E-mail: fh-honbu@city.tamba.lg.jp
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